
　充電式電池等の捨て方が分かりやすくなることにより、収集運搬車両や松本クリーンセンター等の廃棄物処理施設
での火災リスクを大幅に低減できるため、令和 ８ 年 ４ 月から「充電式電池等」の分別収集を開始します。

使い切りで、以下の種類の電池
▶乾電池
　（円筒型、角形）
▶コイン電池

使い切りで、以下の種類の電池
▶乾電池（円筒型、角形）
▶コイン電池
▶ボタン電池

小型家電製品等から取りはずせる小型充電式電池で、
以下の種類の電池
▶リチウムイオン電池
▶ニッケルカドミウム電池
▶ニッケル水素電池

注意：�膨張、破損しているものは、ごみステーションに
は出せません。

▶コードレス掃除機、ノートパソコン、携帯電話等の充電
　して使用する小型家電に使用されている電池 
▶電動アシスト付き自転車に使用されている電池
　（※自動車、バイクのバッテリーは、対象ではありません。）
▶ 携帯電話等を充電するための小型のモバイルバッテリー

注意：事業活動に伴って生じる電池類は、出せません。事業者の責任で適正に処理してください。

以下の種類の電池
▶ボタン電池（使い切り）
▶�充電式電池（小型家電製品等から取りはずせ
るリチウムイオン電池、ニッケル水素電池、	
ニッケルカドミウム電池）

【現在の処分方法】
 ▶�対象製品は、家電量販店等
での店頭回収

 ▶�その他の製品は、製造者で
の独自回収

○市で回収している電池
　〈乾電池の収集日〉

①充電式ではない電池（一次電池）

これまで乾電池を出すときに使用していた、専用回
収容器に入れてください。

中身の見える透明のビニール袋に入れ、口をしばって、 新たに
配布する「 黄色 蓋付き」の専用回収容器に入れてください。

②充電して使用する電池（二次電池）

○市で回収していない電池

●問い合わせ　環境業務課（☎︎47－1096　ｆ40－1335）

令和８年４月から　

現在の分別（令和8年３月まで）

充電式電池等のごみステーションでの分別収集を開始（令和８年４月から）

『充電式電池等』の分別収集を開始します

乾電池　⇒　電池類分別名称
主に雑びん、蛍光管、スプレー缶等と同一日程　⇒　小型家電の収集日と同一日程収集日
乾電池専用の回収容器　⇒　以下のとおり、電池ごとに ２種類の回収容器回収容器

変更に
なること

分別収集開始に伴い

出し方の詳細電池ごとのごみステーションへの

マークが目印

代
表
的
な
も
の

★出し方や収集日程の詳細は、 ３ 月に配布する以下のものでご確認ください。★
①家庭用ごみ・資源物の分け方・出し方　②充電式電池等の分別収集開始に係るチラシ　③ごみ・資源物収集日程表

正しいごみの分別は、
安全で安定した処理
につながります！

『電池類』は
適正な分別を
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